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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年10月10日に提出した有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するために有価

証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

２ （訂正事項）

① 第二部 企業情報　第１ 企業の概況　１ 主要な経営指標等の推移　(2) 提出会社の経営指標等

 
② 第二部 企業情報　第１ 企業の概況　３　事業の内容

 
③ 第二部　企業情報　第２　事業の状況　４経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況分

析　(1) 経営成績等の概況　②生産、受注及び販売の状況

 
④ 第二部　企業情報　第３　設備の状況　１設備投資等の概要

 
⑤ 第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１株式等の状況（５）大株主の状況

 
⑥ 第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１株式等の状況（6）議決権の状況　①　発行済株式　及び自己株

式等

 
⑦ 第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　４コーポレートガバナンスの状況等（4）役員の報酬等

 
⑧ 第二部　企業情報　第５　経理の状況

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
① 第二部 （企業情報）第１ （企業の概況）１ （主要な経営指標等の推移）(2) 提出会社の経営指標等

 
（訂正前）

(注) １．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第27期の期首から適用して

おり、第27期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権を発行しておりますが、第26期、第28期及び第

29期は１株当たり当期純損失のため、第27期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、それぞれ記載し

ておりません。

３．株価収益率については、第26期、第28期及び第29期は１株当たり当期純損失のため記載しておりません。

４．配当性向については、第26期、第27期、第28期及び第29期は無配であるため記載しておりません。

５．持分法を適用した場合の投資利益については関連会社が存在しないため記載しておりません。

６．新株予約権の行使により、第25期において3,980,436株、第27期において1,366,000株及び第29期において

3,000,000株の新株発行を行っております。

７．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（契約社員、派遣社員含む）は、１年間の平均人員を（）内に外数で

記載しております。

８．最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年４月

４日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。

 
４．   年　月　日付で株式１株につき  株の分割を行っております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の

作成上の留意点について」(平成24年８月21日付東証上審第133号)に基づき、第　期の期首に当該株式分割が行われた

と仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。
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回次 第　期 第　期 第　期 第　期 第　期

決算年月    年　月    年　月    年　月    年　月    年　月

１株当たり純資産額 (円) 

１株当たり当期純利益 (円) 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益 (円) 

１株当たり配当額 (円) 

 
（訂正後）

(注) １．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第27期の期首から適用して

おり、第27期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権を発行しておりますが、第26期、第28期及び第

29期は１株当たり当期純損失のため、第27期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、それぞれ記載し

ておりません。

３．株価収益率については、第26期、第28期及び第29期は１株当たり当期純損失のため記載しておりません。

４．配当性向については、第26期、第27期、第28期及び第29期は無配であるため記載しておりません。

５．持分法を適用した場合の投資利益については関連会社が存在しないため記載しておりません。

６．新株予約権の行使により、第25期において3,980,436株、第27期において1,366,000株及び第29期において

3,000,000株の新株発行を行っております。

７．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（契約社員、派遣社員含む）は、１年間の平均人員を（）内に外数で

記載しております。

８．最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年４月

４日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。

 
 
② 第二部 （企業情報）第１ （企業の概況）３（事業の内容）

 
（訂正前）

当社グループは、前連結会計年度において、当社及び連結子会社8社の9社で構成されており、「ブロックチェーン

技術の社会実装を推進し、その普及に貢献する」という企業理念のもと、2030年までの経営及び事業戦略に関する長

期構想として「ブロックチェーンサービスカンパニー構想」を掲げ、「ブロックチェーンサービス事業」を中核セグ

メントとして位置付け、ブロックチェーン技術を活用したサービス・プロダクトの社会実装を推進し、その普及に貢

献することを目指しておりました。

しかし、当社の当時の取締役会は2025年2月3日付で、株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（以下、

「カイカFHD」といいます。）に対する借入金について、当社の連結子会社である株式会社ZEDホールディングス(以

下、「ZEDホールディングス」といいます。)の株式を譲渡することによる代物弁済（「本件譲渡」といいます。）を

取締役会決議により決議しました。

当社の現在の取締役会は、本件譲渡について会社法467条に基づく株主総会の特別決議の承認を得ていないことから

違法無効であると認識しております。当社は、子会社譲渡に関する全ての取引の無効を争い、当該事業子会社の経営

支配権の回復を進めてまいります。

そのため、当面は、当社は「ブロックチェーン開発・コンサルティング事業」に関して、新たなクライアントの開

拓と事業展開を進めております。

本有価証券届出書提出日の直近日（2025年8月31日）現在、当社グループ従業員は2名であり、第30期連結会計年度

（自　2024年11月1日　至　2025年10月30日）の中間連結売上高は1千4百万円と、昨年同期から98％減少しています。

 
（訂正後）

当社グループは、前連結会計年度において、当社及び連結子会社8社の9社で構成されており、「ブロックチェーン
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技術の社会実装を推進し、その普及に貢献する」という企業理念のもと、2030年までの経営及び事業戦略に関する長

期構想として「ブロックチェーンサービスカンパニー構想」を掲げ、「ブロックチェーンサービス事業」を中核セグ

メントとして位置付け、ブロックチェーン技術を活用したサービス・プロダクトの社会実装を推進し、その普及に貢

献することを目指しておりました。

しかし、当社の当時の取締役会は2025年2月3日付で、株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（以下、

「カイカFHD」といいます。）に対する借入金について、当社の連結子会社である株式会社ZEDホールディングス(以

下、「ZEDホールディングス」といいます。)の株式を譲渡することによる代物弁済（「本件譲渡」といいます。）を

取締役会決議により決議しました。

当社の現在の取締役会は、本件譲渡について会社法467条に基づく株主総会の特別決議の承認を得ていないことから

違法無効であると認識しております。当社は、子会社譲渡に関する全ての取引の無効を争い、当該事業子会社の経営

支配権の回復を進めてまいります。

そのため、当面は、当社は「ブロックチェーン開発・コンサルティング事業」に関して、新たなクライアントの開

拓と事業展開を進めております。

本有価証券届出書提出日の直近日（2025年8月31日）現在、当社グループ従業員は2名であり、第30期連結会計年度

（自　2024年11月1日　至　2025年10月31日）の中間連結売上高は1千4百万円と、昨年同期から98％減少しています。

 
（事業系統図）

 
 
③ 第二部（企業情報）第２（事業の状況）４経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況分

析　(1) 経営成績等の概況　②生産、受注及び販売の状況

 
（訂正前）

②生産、受注及び販売の状況

第29期連結会計年度（自　2023年11月１日　至 2024年10月31日）

（ⅰ) 生産実績

生産に該当する事項がないため、記載する事項はありません。

 
（ⅱ) 受注実績

最近連結会計年度当社グループの事業は、受注から売上計上までの所要日数が短く、期中の受注高と販売実績とが

ほぼ対応するため、記載を省略しております

 
（ⅲ) 販売実績
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当連結会計年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

至　2024年10月31日)

前年同期比

(％)

金額(千円)

ブロックチェーンサービス事業 729,936 232.4

システムエンジニアリング事業 492,188 △15.1

インキュベーション事業 391,306 139.7

合計 1,613,430 67.6
 

（注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

金額

(千円)
割合(％)

金額

(千円)
割合(％)

株式会社ＣＡＩＣＡテクノロジーズ 101,223 10.51 81,749 5.07
 

 
２．当連結会計年度の前年同期比（％）及び（注）１．の前連結会計年度の割合（％）は、表示組替後の前連結会

計年度の売上高をもとに算定しております。当該割合が10％未満の相手先につきましては、省略しております。

 
（訂正後）

②生産、受注及び販売の状況

第29期連結会計年度（自　2023年11月１日　至 2024年10月31日）

（ⅰ) 生産実績

生産に該当する事項がないため、記載する事項はありません。

 
（ⅱ) 受注実績

最近連結会計年度当社グループの事業は、受注から売上計上までの所要日数が短く、期中の受注高と販売実績とが

ほぼ対応するため、記載を省略しております

 
（ⅲ) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

至　2024年10月31日)

前年同期比

(％)

金額(千円)

ブロックチェーンサービス事業 729,936 232.4

システムエンジニアリング事業 492,188 △15.1

インキュベーション事業 391,306 139.7
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合計 1,613,430 67.6
 

 
（注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

金額

(千円)
割合(％)

金額

(千円)
割合(％)

株式会社ＣＡＩＣＡテクノロジーズ 101,223 10.51 81,749 5.07
 

 
２．当連結会計年度の前年同期比（％）及び（注）１．の前連結会計年度の割合（％）は、表示組替後の前連結会

計年度の売上高をもとに算定しております。当該割合が10％未満の相手先につきましては、省略しております。

 
第30期中間連結会計年度（自　2024年11月１日　至 2025年4月30日）

（ⅰ) 生産実績

生産に該当する事項がないため、記載する事項はありません。

 
（ⅱ) 受注実績

当連結会計年度当社グループの事業は、受注から売上計上までの所要日数が短く、期中の受注高と販売実績とがほ

ぼ対応するため、記載を省略しております。

 
（ⅲ) 販売実績

当中間連結会計年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称

第30期中間連結会計年度

(自　2024年11月１日

至　2025年4月30日)

金額(千円)

ブロックチェーンサービス事業 14,200

合計 14,200
 

 
（注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

相手先
第30期中間連結会計年度

金額(千円) 割合(％)

株式会社Zaif 5,100 35.91
 

当該割合が10％未満の相手先につきましては、省略しております。

 
 
④ 第二部（企業情報）第３（設備の状況）１設備投資等の概要

（訂正前）

第29期連結会計年度（自　2023年11月１日　至 2024年10月31日）

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は120,584千円となりました。その主要な内訳は、次のとおりでありま

す。なお、設備投資の総額には有形固定資産のほか、無形固定資産、投資その他の資産のうち「差入保証金」を含め

て記載しております。
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なお、ブロックチェーンサービス事業に計上したソフトウェア及びソフトウェア仮勘定のうち、未償却残高である

80,187千円を減損損失として特別損失に計上しております。重要な設備の除却又は売却はありません。

 
セグメントの名称 設備投資金額（千円） 主な設備投資の内容・目的

ブロックチェーンサービス事業 109,660 システム開発

システムエンジニアリング事業 － ―

インキュベーション事業 － ―

全社 10,924 差入保証金

合計 120,584 ―
 

 
第30期中間連結会計年度（自　2024年11月１日　至 2025年4月30日）

当中間連結会計年度において実施した主な設備投資はありません。

 
（変更後）

第29期連結会計年度（自　2023年11月１日　至 2024年10月31日）

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は120,584千円となりました。その主要な内訳は、次のとおりでありま

す。なお、設備投資の総額には有形固定資産のほか、無形固定資産、投資その他の資産のうち「差入保証金」を含め

て記載しております。

なお、ブロックチェーンサービス事業に計上したソフトウェア及びソフトウェア仮勘定のうち、未償却残高である

80,187千円を減損損失として特別損失に計上しております。重要な設備の除却又は売却はありません。

 
セグメントの名称 設備投資金額（千円） 主な設備投資の内容・目的

ブロックチェーンサービス事業 109,660 システム開発

システムエンジニアリング事業 － ―

インキュベーション事業 － ―

全社 10,924 差入保証金

合計 120,584 ―
 

 
第30期中間連結会計年度（自　2024年11月１日　至 2025年4月30日）

当中間連結会計年度において実施した主な設備投資はありません。また、重要な設備の除却又は売却はありませ

ん。

 
 
⑤ 第二部（企業情報）第４（提出会社の状況）１株式等の状況（５）大株主の状況

（訂正前）

(5)（大株主の状況）

2025年7月3日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　 2025年7月3日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

総議決権数に対する所有議決権数の

割合

（％）

山中　夕典 大阪府大阪市天王寺区 800,000 4.50
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坂元　政弘 大阪府大阪市天王寺区 719,000 4.05

楽天証券株式会社 東京都港区 435,400 2.45

DEUTSCHE BANK(SCHWEIZ) SWITZERLAND 408,500 2.30

吉田　昌勇 神奈川県横浜市 400,000 2.25

田原　弘貴 東京都世田谷区 315,400 1.77

冨田　加奈子 京都府京丹後市 260,000 1.46

山下　博 大阪府泉南市 227,400 1.28

MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC AUSTRALIA SYDNEY 220,600 1.24

土屋　允誉 東京都目黒区 205,000 1.15

計 － 3,991,300 22.45
 

 
（訂正後）

(5)（大株主の状況）

2025年7月3日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

総議決権数に対する所有議決権数の

割合

（％）

山中　夕典 大阪府大阪市天王寺区 800,000 4.50

坂元　政弘 大阪府大阪市天王寺区 719,000 4.05

楽天証券株式会社 東京都港区 435,400 2.45

DEUTSCHE BANK(SCHWEIZ) SWITZERLAND 408,500 2.30

吉田　昌勇 神奈川県横浜市 400,000 2.25

田原　弘貴 東京都世田谷区 315,400 1.77

冨田　加奈子 京都府京丹後市 260,000 1.46

山下　博 大阪府泉南市 227,400 1.28

MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC AUSTRALIA SYDNEY 220,600 1.24

土屋　允誉 東京都目黒区 205,000 1.15

計 － 3,991,300 22.45
 

 
 
⑥ 第二部（企業情報）第４（提出会社の状況）１株式等の状況（6）議決権の状況　①（発行済株式）及び（自己

株式等）

 
(6) （議決権の状況）

①（発行済株式）

（訂正前）
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2025年7月3日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

― ―
普通株式 28,800

完全議決権株式(その他) 普通株式 17,707,200 177,072 ―

単元未満株式 普通株式 10,733 ― ―

発行済株式総数 17,746,733 ― ―

総株主の議決権 ― 177,072 ―
 

 
 
 
（訂正後）

(6)（議決権の状況）

①（発行済株式）

2025年7月3日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

― ―
普通株式 28,817

完全議決権株式(その他) 普通株式 17,707,200 177,072 ―

単元未満株式 普通株式 10,716 ― ―

発行済株式総数 17,746,733 ― ―

総株主の議決権 ― 177,072 ―
 

 
（訂正前）

②（自己株式等）

2025年７月3日現在

所有者の氏名

  又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

  (株)

他人名義

  所有株式

数

  (株)

所有株式数

  の合計

  (株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(％)

（ 自 己 保 有 株

式）

株式会社クシム

東京都港区南青山

  ２丁目１２番１

号

28,000 - 28,817 0.16

計 ― 28,000 - 28,817 0.16
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（訂正後）

②（自己株式等）

2025年７月3日現在

所有者の氏名

  又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

  (株)

他人名義

  所有株式

数

  (株)

所有株式数

  の合計

  (株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(％)

（ 自 己 保 有 株

式）

株式会社クシム

東京都港区南青山

  ２丁目１２番１

号

28,817 - 28,817 0.16

計 ― 28,817 - 28,817 0.16
 

 
 

⑦ 第二部（企業情報）第４（提出会社の状況）４コーポレートガバナンスの状況等（4）役員の報酬等

（訂正前）

(4) （役員の報酬等）

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年2月25日開催の取締役会の決議により以下のと

おり定めております。

なお、当社取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が以下の決定方針と整合していることを確認して

おり、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

１．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した

報酬体系とします。

また、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とします。

 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成すること

とします。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方

針を含む。)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与

の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して取締役会で決定するものとします。

３．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条

件の決定に関する方針を含む。)

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した現金報酬とし、各事

業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された賞与額を、毎年一定の時期に支給有無も含め決

定します。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応

じて取締役会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
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非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、ストック・オプションとしま

す。各事業年度の連結営業利益及び役割貢献度、付与時の株価水準を基準に算出して一定数を付与するものとします

（付与しない期もあります）。なお、付与対象者において、不正や善管注意義務に抵触するような行為が認められた際

には、ストック・オプションの全部又は一部の行使制限をすることがあります。

４．金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関す

る方針

基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の報酬構成割合及び役位ごとの報酬額については、その客観性と妥当性を担保す

るために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合及び役位ごとの報酬額との水準比較・検証を

行い、当社の財務状況も踏まえたうえ取締役会で決定します。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長伊藤大介がその具体的内容について委任をうけるもの

とし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としま

す。当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うにあたっては代表取締役社長が最も適してい

るため、伊藤氏に個人別の報酬額の決定権限を委任しております。なお、適宜、環境の変化に応じて取締役会の答申を

踏まえた見直しを行うものとします。

なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。

 
（訂正後）

(4) （役員の報酬等）

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年2月25日開催の取締役会の決議により以下のと

おり定めております。

なお、当社取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が以下の決定方針と整合していることを確認して

おり、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

１．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した

報酬体系とします。

また、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とします。

 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成すること

とします。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方

針を含む。)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与

の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して取締役会で決定するものとします。
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３．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条

件の決定に関する方針を含む。)

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した現金報酬とし、各事

業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された賞与額を、毎年一定の時期に支給有無も含め決

定します。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応

じて取締役会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。

非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、ストック・オプションとしま

す。各事業年度の連結営業利益及び役割貢献度、付与時の株価水準を基準に算出して一定数を付与するものとします

（付与しない期もあります）。なお、付与対象者において、不正や善管注意義務に抵触するような行為が認められた際

には、ストック・オプションの全部又は一部の行使制限をすることがあります。

４．金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関す

る方針

基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の報酬構成割合及び役位ごとの報酬額については、その客観性と妥当性を担保す

るために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合及び役位ごとの報酬額との水準比較・検証を

行い、当社の財務状況も踏まえたうえ取締役会で決定します。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については2025年4月30日開催の取締役会決議に基づき、代表取締役社長田原弘貴がその具体的内容につ

いて委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞

与の評価配分とします。当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うにあたっては代表取締役

社長が最も適しているため、田原氏に個人別の報酬額の決定権限を委任しております。なお、適宜、環境の変化に応じ

て取締役会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。

なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。

 
⑧ 第二部（企業情報）第５（経理の状況）

 
（訂正前）

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について[1] [2]

（１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

（２）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

（３）当社の中間連結財務諸表は、連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。
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２　監査証明について

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2023年11月１日から2024年10月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2023年11月１日から2024年10月31日まで)の財務諸表について、UHY東京監査法人によ

り監査を受けております。

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年11月１日から2025年4月30日

まで)に係る中間連結財務諸表について、監査法人アリアによる期中レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第29期連結会計年度   UHY東京監査法人

第30期連結会計期間   監査法人アリア[3] [4] 

 
（訂正後）

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

（１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

（２）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

（３）当社の中間連結財務諸表は、連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 
２　監査証明について

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2023年11月１日から2024年10月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2023年11月１日から2024年10月31日まで)の財務諸表について、UHY東京監査法人によ

り監査を受けております。

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年11月１日から2025年4月30日

まで)に係る中間連結財務諸表について、監査法人アリアによる期中レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第29期連結会計年度   UHY東京監査法人

第30期連結会計期間   監査法人アリア
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